
 

 

令和６年度地域包括支援センター評価表 

 

基準日：令和７年３月31日 一次評価：受託者 二次評価：鹿屋市 

Ａ：できている 61 61 

Ｂ：一部できている 0 0 

Ｃ：できていない 0 0 

未評価 0 0 

 

区分 No. 評価の視点 一次評価 二次評価 

鹿屋市

地域包

括支援

センタ

ーの運

営方針

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

本方針の内容に沿って、地
域包括支援センターの事
業計画を策定し、関係者と
の連携が適切に行われて
いる。 Ａ 

市から本方針の説明を受
け理解を深め、センターの
事業実施方針及び事業計
画を策定した。市、民生委
員、介護支援専門員を始
め、事業の関係者及び関係
機関と連携して事業を実
施した。 

Ａ 

本方針に基づき事業計
画が策定されている。専
門職や民生委員等との
連携が図られており、地
域の関係者や関係機関
とのネットワークが構
築されている。 

２ 

把握した担当圏域の現状
やニーズに基づき、地域包
括支援センターの取組に
おける重点項目（重点課題
及び重点目標）を設定して
いる。 

Ａ 

高齢化率、平均介護度、既
存の社会資源等、把握した
担当圏域の現状やニーズ
に基づき、センターの事業
実施方針として６つの重
点項目を定め、事業を実施
した。 

Ａ 

地域の実情に応じて必
要となる６つの重点目
標を定め、効果的かつ効
率的な事業展開が行わ
れている。 

３ 

サービス事業者等の紹介
が適切に行われ、公平・中
立性が確保されている。 Ａ 

利用者の意向を尊重しつ
つ、集中減算判定様式を活
用し、一部の事業者に偏る
ことのない選択に配慮し
た。 

Ａ 

一次評価のとおり、特定
の事業者等に偏りがな
いよう配慮され、公平・
中立性が確保されてい
る。 

４ 

高齢者クラブ等の地域団
体の既存活動を活用し、多
様なネットワークが構築
されている。 

Ａ 

高齢者クラブ、高齢者学
級、各サロン等への参加、
出前講座の開催等により、
地域とセンターのネット
ワーク構築に努めた。 

Ａ 

民生委員や地域の関係
団体等と顔の見える関
係性を築いており、様々
な地域資源とのネット
ワークが構築されてい
る。 

５ 

開庁日時、休日夜間におけ
る総合相談の窓口体制が
適切に確保されている。 

Ａ 

夜間・休日は電話当番制を
設け、専門職による24時間
365日の対応を実施した。 

Ａ 

一次評価のとおり、適切
に体制が確保されてい
る。 

６ 

定められた専門職種が適
切に配置され、職員が職務
に専念している。 

Ａ 

三職種の確保には苦慮し
ているが、包括的支援事業
の実施基準にある規定数
を踏まえ、ハローワークを
通じて継続的に募集を行
い、専門職確保に取り組
み、配置した。 

Ａ 

実施基準を踏まえて専
門職を配置し、安定的・
継続的な職員の確保に
努めている。また、セン
ター業務を適切に実施
するため、職員が職務に
専念している。 

７ 

職員に対する職場内、職場
外の研修機会が確保され
ている。 

Ａ 

全体会議（年12回）におい
てテーマを設けた内部研
修の開催や、権利擁護推進
員養成研修等の外部研修
の機会を確保した。 

Ａ 

職場内での研修のほか、
外部の研修受講の機会
が確保されている。 
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区分 No. 評価の視点 一次評価 二次評価 

鹿屋市

地域包

括支援

センタ

ーの運

営方針

等 

８ 

ミーティングを定期的に
行うなど、チームで業務に
当たっている。 

Ａ 

全体会議、事業担当者会
議、グループミーティン
グ、グループ長会議、職種
に応じた分科会等を定期
的に開催し、共通認識を持
ってチームで業務にあた
った。 

Ａ 

定期的なミーティング
等により、職員が共通認
識を持ち、センター内で
連携・協力して業務を実
施している。 

９ 

個人情報の同意取得が行
われ、個人情報が適切に管
理されている。また、責任
者を配置して、個人情報の
持出・開示時は、管理簿へ
の記載と確認を行ってい
る。 

Ａ 

利用契約時に利用者から
文書による同意書を取得
した。また、センター内で
定めた規程に基づき誓約
書等を徴した。センター次
長を責任者とし、「個人情
報持ち出し管理簿」を職員
毎に整備して適切に管理
した。 

Ａ 

一次評価のとおり、適切
に管理されている。 

10 

分かりやすい看板や案内
表示が掲示され、パンフレ
ット・チラシの配布、ホー
ムページ、出前講座等によ
り地域包括支援センター
の活動が公表されている。 

Ａ 

包括だより、オレンジだよ
り、支えあい通信の定期配
布、ホームページ、出前講
座等によりセンターの機
能、取組状況の周知・広報
を行った。 

Ａ 

センターの役割や機能
等を積極的に広報し、活
動が分かりやすく公表
されている。 

11 

苦情対応、対応策の検討と
共有、責任者の配置、本市
への報告が適切に行われ
ている。 

Ａ 

規程に基づく意見事故受
付簿に記録し、対応を協議
した。センター次長を責任
者として、月１回開催する
市との事業推進会議にお
いて報告を行い、相互で確
認し対応の妥当性を諮っ
た。 

Ａ 

苦情対応体制が整えら
れ、適切に対応されてい
る。 

12 

地域包括支援センターの
設置に係る手続き及び報
告が期日までに適切に行
われている。 

Ａ 

示された仕様書に基づき、
設置届、実績報告、年間計
画、職員名簿等の提出を適
切に行った。 

Ａ 

一次評価のとおり、適切
に行われている。 

13 

プロパー職員が採用計画
に基づき配置されている。 

Ａ 

基準を満たす配置を達成
した。また、計画に基づき
ハローワーク等へのプロ
パー職員募集を継続して
実施している。 

Ａ 

採用計画に基づき、適切
に配置されている。 

14 

地域包括支援センターで
実施している事業内容、運
営状況、特色等が公表され
ている。 

Ａ 

センターで実施している
事業内容、運営状況、特色
等については、ホームペー
ジ、包括だよりを活用して
公表した。 

Ａ 

一次評価のとおり、ホー
ムページ及び包括だよ
りで公表されている。 

15 

必要な機器等を確保し、貸
与財産を含めて台帳等を
整備し適切に管理使用さ
れている。 

Ａ 

備品管理台帳、備品の有無
の確認、備品シールの貼付
により適切に管理した。公
用車においても車両管理
台帳を整備し管理した。 
器具備品等の購入にあた
っては、市と協議のうえ購
入した。 

Ａ 

一次評価のとおり、適切
に管理使用されている。 
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区分 No. 評価の視点 一次評価 二次評価 

鹿屋市

地域包

括支援

センタ

ーの運

営方針

等 

16 

運営費用が市民の負担す
る保険料等により賄われ
ていることを十分理解し、
金銭の管理が適切に行わ
れ、支払い等の業務が適切
に行われている。 

Ａ 

公費による委託運営につ
いて、全体会議等で周知徹
底した。金銭管理について
は、３か月に一度、伝票・
帳票・出納について会計事
務所によるチェックを受
けた。また、金銭等は二重
ロック金庫で管理するな
ど、適正管理に努めた。 

Ａ 

一次評価のとおり、金銭
管理及び支払い等の業
務が適切に行われてい
る。 

第１号

介護予

防支援

事業・

指定介

護予防

支援事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

地域包括支援センター及
び一部委託先である居宅
介護支援事業所の職員に、
鹿屋市介護予防ケアマネ
ジメントに関する行動指
針等を周知し、内容を共有
している。 

Ａ 

センター及び一部委託先
である居宅介護支援事業
所の職員に、年２回（７月・
12月）研修会を実施した。 
【実績】７月：47人、12月：
31人 

Ａ 

一次評価のとおり、研修
会を通して周知されて
いる。 

18 

地域包括支援センター内
において、個々のケアマネ
ジメントを複数職員で確
認するなど、適切に進行管
理している。 

Ａ 

２人１組で担当者を決め、
期限内に更新者、終了者、
１年チェックの対象者の
ファイルチェックを実施
した。また、進行管理につ
いては、プランリーダーに
よる管理を徹底した。 

Ａ 

一次評価のとおり、適切
に進行管理されている。 

19 

利用者の状況を確認し、基
本チェックリストによる
介護予防・生活支援サービ
ス事業対象者の選定や一
般介護予防事業の活用等、
総合事業の利用に積極的
に取り組んでいる。 

Ａ 

自立支援型地域ケア個別
会議を開催し、多職種から
の助言を基に、ケアプラン
の見直しや利用者へ地域
サロン等の社会資源情報
の提供を行い、参加を促す
など、自立に向けた支援を
行った。 

Ａ 

一次評価のとおり、総合
事業の利用に積極的に
取り組んでいる。 

20 

自立支援・重度化防止に資
する観点から自立支援型
地域ケア個別会議におい
て、事例提供及び個別課題
の検討を行っている。 

Ａ 

会議開催１回当たり平均
３件の事例提供を行い、個
別課題の検討を行った。 Ａ 

一次評価のとおり、自立
支援・重度化防止に資す
る観点から、事例提供及
び個別課題の検討が行
われている。 

21 

自立支援型地域ケア個別
会議後のケアマネジメン
トにおいて、会議で検討し
た支援内容を振り返り、結
果を本市と共有している。 

Ａ 

会議開催後約３～６か月
後にモニタリングを行い、
その結果を地域包括支援
システムの経過に入力し、
市と共有した。 

Ａ 

一次評価のとおり、支援
内容の振り返り及び市
への結果の共有がなさ
れている。 

22 

心身機能だけでなく、活動
や参加に対してアプロー
チできるよう地域資源や
インフォーマルサービス
の活用を促す等、自立支援
に資するケアマネジメン
トを行っている。 

Ａ 

自立支援型地域ケア個別
会議における専門機関か
らの助言をケアプランに
反映させた上でケアマネ
ジメントやモニタリング
を実施した。 

Ａ 

一次評価のとおり、適切
なケアマネジメント等
を行っている。 
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区分 No. 評価の視点 一次評価 二次評価 

第１号

介護予

防支援

事業・

指定介

護予防

支援事

業 

 

23 

ケアマネジメントを一部
委託した場合、記録及びケ
アマネジメントの進行管
理等、三職種等が適切な関
与を行っている。 

Ａ 

三職種や３年以上経験の
あるプランナーが、委託管
理表を用いて、ケアプラン
や評価のコメントを行っ
た。また、プランリーダー
３名が進行管理を行った。 
委託事業所からの支援終
了者のファイルの返還に
ついて、事業所毎に管理表
を確認し、支援終了後、原
則１カ月以内の返還を促
した。ファイル返還後は、
自己点検票をもとに必要
な書類が不足していない
か確認し、不備がなければ
センターで保管している。 

Ａ 

一部委託したケアマネ
ジメントの記録や進行
管理について、三職種等
が一部委託先に対して
適切な関与を行ってい
る。 

総合相

談支援

業務 
24 

緊急性の有無、主訴以外の
課題の判断を踏まえ、親切
丁寧、迅速、ワンストップ
の対応が行われている。 Ａ 

緊急性の有無を早急に検
討し、意向や実態把握を行
いながら必要な支援を行
っている。また、必要時は
他機関への情報提供や対
応依頼を行うなど連携し
て対応している。 

Ａ 

一次評価のとおり、適切
に行われている。 

25 

全ての相談内容（地域ケア
個別会議を含む。）が的確・
適切に「相談支援システ
ム」に記録され、管理して
いる。 Ａ 

全ての相談内容を相談支
援システムに記録し、月報
の報告に当たっては、セン
ター内で月分の相談票の
記録を確認し、不備につい
ては、各担当に声掛けを行
うなど、的確・適切な記録
に努め、管理している。 

Ａ 

全ての相談内容が適切
に相談支援システムに
記録されている。また、
毎月、市へ相談件数が報
告されており、適切な管
理がなされている。 

26 

困難事例等はケースカン
ファレンスを開催する等、
適宜関係機関と連携し支
援の方向性を検討してい
る。 

Ａ 

困難事例等はケースカン
ファレンスにおいて事例
共有し、法テラス、社会福
祉協議会、障がい者基幹相
談支援センターなど専門
機関の意見等も踏まえた
支援を検討した。また、必
要に応じて地域ケア個別
会議を開催して支援の方
向性を検討した。 

Ａ 

一次評価のとおり、適宜
関係機関と連携し支援
の方向性が検討されて
いる。 

27 

専門的・継続的な支援が必
要な場合は、関連業務への
引き継ぎ、地域ケア個別会
議の活用、定期的なモニタ
リングなどが行われてい
る。 

Ａ 

半年以上支援している方
や課題が多い方について
は、必要に応じてシェア会
議で共有し、ケース検討を
実施した。また、積極的に
地域ケア個別会議を開催
したほか、課題解決に向け
た支援の進捗についても
会議等で共有を図った。 

Ａ 

一次評価のとおり、適切
に行われている。 
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区分 No. 評価の視点 一次評価 二次評価 

総合相

談支援

業務 

28 

全ての相談案件の進行管
理が適切に行われ、相談の
終了は「総合相談支援終了
基準」に基づき行われてい
る。 

Ａ 

総合相談支援終了基準に
基づき支援終了を判断し、
総合相談進捗会議におい
て市と事例共有し対応に
ついて確認した。 
総合相談支援終了基準の
運用については、市とセン
ターが都度相互に確認し
共通認識を持って進行管
理を適切に行った。 

Ａ 

一次評価のとおり、適切
に行われている。 

29 

相談内容に応じて、地域の
ネットワークや社会資源
を活用し、相談支援に当た
っている。 Ａ 

サロンや有償ボランティ
ア団体等把握している地
域資源等の情報を利用者・
家族・介護支援専門員等の
必要な方に情報提供し、相
談支援にあたった。 

Ａ 

一次評価のとおり、相談
内容に応じて適切な相
談支援が行われている。 

30 

家族介護者からの相談に
ついて相談件数や相談内
容をとりまとめ、関係機関
と連携して家族等の介護
離職防止に向けた取組を
実施している。 

Ａ 

家族介護者からの相談に
ついて総合相談集計表に
追記し、相談件数の把握を
行った。また、鹿屋労働基
準監督署と協働して事業
所向けの研修会を実施し
た。 

Ａ 

一次評価のとおり、家族
等の介護離職防止に向
けた取り組みを行った。 

31 

介護、子育て、障がい等、
複合的な課題を持つ世帯
への相談に対して、本市や
他の関係機関と協議・連携
して、対応している。 

Ａ 

各機関と常に連携を図り、
必要時は同行訪問を行っ
た。また、重層的支援会議
への参加も積極的に行っ
た。 

Ａ 

一次評価のとおり、関係
機関と連携を図りなが
ら対応が行われている。 

32 

認知症初期集中支援チー
ムと、認知症初期集中支援
の対象者に関する情報を
共有し、本人や家族の意向
を踏まえて、総合相談支援
と初期集中支援のどちら
での対応が望ましいか適
宜判断し、引継ぎ対応を行
っている。 

Ａ 

月１回の認知症施策実務
者会議に参加し、認知症初
期集中支援チームと事例
の共有や対応の確認を行
った。また、今後相談する
可能性のある方も含め情
報共有を図った。 

Ａ 

一次評価のとおり、本人
や家族の状況に応じて、
適切に支援が行われて
いる。 

33 

総合相談支援業務から認
知症初期集中支援チーム
につなぐ場合は、チームの
初回訪問に地域包括支援
センターの職員が同行し
ている。 

Ａ 

認知症初期集中支援チー
ム員へ対応依頼を行う際
は、事前に電話、書面等で
情報提供を行い、利用者宅
へ同行訪問し引継ぎを行
った。なお、引継ぎでセン
ターの対応が終了する方
もいるが、引継ぎ後も後方
支援として介入している。 

Ａ 

認知症初期集中支援チ
ーム員と連携を図り、初
回訪問時は同行の上引
継ぎが行われている。 

権利擁

護業務 
34 

様々な機会を活用し、高齢
者の権利擁護に関する制
度等の周知・啓発に努めて
いる。 

Ａ 

総合相談や民生委員定例
会、法律相談会、出前講座、
高齢者虐待防止研修会、ホ
ームページ等で周知・啓発
した。 

Ａ 

地域住民等に対して、幅
広く権利擁護に関する
周知・啓発が行われてい
る。 
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区分 No. 評価の視点 一次評価 二次評価 

権利擁

護業務 

35 

成年後見や市長申立制度
の活用など、支援が適切に
行われている。 

Ａ 

総合相談を通し成年後見
制度について随時説明を
行い、対象者を把握した場
合は、適宜、市へ報告を行
い市長申立支援や本人・親
族申立支援を行った。 

Ａ 

市との連携が図られて
おり、適切な支援が行わ
れている。 

36 

高齢者虐待事例及び高齢
者虐待を疑われる事例へ
の対応の流れについて、地
域包括支援センター内で
共有している。 Ａ 

虐待通報及び虐待を疑わ
れる事例の相談を受けた
時点で、センター内で情報
共有し、対応方法について
随時検討した。また、社会
福祉士分科会で毎月虐待
事例について市の担当者
と共有を図った。 

Ａ 

一次評価のとおり、社会
福祉士分科会等で共有
が図られている。 

37 

虐待の相談、早期発見に取
り組み、虐待が発見された
ときは、実態の把握、安全
の確保、本市への報告が迅
速に行われている。また対
応策を検討している。 

Ａ 

センター内で対応方法に
ついて随時検討し、必要時
は市へ報告を行うなど、高
齢者虐待防止マニュアル
に準じ、迅速な対応を行っ
た。 

Ａ 

通報に対し、高齢者虐待
防止マニュアルに準じ
て迅速に対応されてい
る。 

38 

消費者被害に関し、地域包
括支援センターが受けた
相談内容について、消費生
活に関する相談窓口又は
警察等と連携の上、対応し
ている。 

Ａ 

センター内で対応方法に
ついて随時検討し、消費生
活センター及び警察署等
と連携して対応した。必要
時は市へ報告を行った。ま
た、高齢者虐待防止マニュ
アルに準じ、迅速な対応を
行った。 

Ａ 

一次評価のとおり、消費
生活センター及び警察
等と連携の上、適切に対
応されている。 

39 

消費者被害に関する情報
を、民生委員、介護支援専
門員等へ情報提供してい
る。 

Ａ 

総合相談や民生委員定例
会、ホームページなどで消
費者被害に関する情報の
発信を行い、周知に努め
た。 

Ａ 

一次評価のとおり、適切
な情報提供がなされて
いる。 

包括

的・継

続的ケ

アマネ

ジメン

ト支援

業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

担当圏域における居宅介
護支援事業所のデータ(事
業所ごとの介護支援専門
員の人数等)を把握してい
る。 

Ａ 

４月１日時点の名簿確認
を各介護支援専門員連絡
会に行い、集約管理し把握
している。 

Ａ 

一次評価のとおり把握
されている。 

41 

相談窓口を確保し、必要な
助言指導、情報提供や研修
の実施、同行訪問、サービ
ス担当者会議等の支援を
行っている。 

Ａ 

介護支援専門員の相談窓
口として、チラシや必要な
情報をメールにより周知
した。また、相談窓口の周
知及びニーズ把握のため、
「よろずや相談会」を３回
開催した。加えて、個別案
件については、随時対応
し、ケアマネジメントにお
ける困難案件については、
サービス担当者会議への
出席や関係機関への情報
提供等を行い、経過確認を
実施するなど、後方支援を
行った。 

Ａ 

相談窓口の周知や相談
会の開催、サービス担当
者会議への出席等、介護
支援専門員の実態把握
や専門的な見地からの
助言、相談支援等を行っ
ている。 
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区分 No. 評価の視点 一次評価 二次評価 

包括

的・継

続的ケ

アマネ

ジメン

ト支援

業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

介護支援専門員を対象に
した研修会・事例検討会・
意見交換の場等の開催計
画を作成し、事前に示し、
実施している。 

Ａ 

介護支援専門員連絡会に
おいて、研修会、事例検討
会及び意見交換会を企画・
立案し実施した。センター
主催の事例検討会への参
加を呼びかけたほか、居宅
介護支援事業所と小規模
多機能型居宅介護事務所
の協力により、事例提供を
受けている。そのほか、他
連絡会の研修に他地区の
居宅介護支援事業所がオ
ンライン参加できるよう
対応した。 

Ａ 

一次評価のとおり、適切
に実施されている。 

43 

担当圏域の介護支援専門
員のニーズに基づいて、多
様な関係機関・関係者（例：
医療機関や地域における
様々な社会資源など）との
意見交換の場を設けてい
る。 

Ａ 

介護老人保健施設相談員、
施設介護支援専門員に対
し、相談窓口ニーズの把握
に努めた。また、東西南北
のエリアごとに設置して
いる介護支援専門員連絡
会において、担当地区に拘
わらず、研修会を通しての
交流や講師も含めた相談、
意見交換ができる体制整
備に努めた。 

Ａ 

一次評価のとおり、多様
な関係機関等との意見
交換の場の整備が行わ
れている。 

44 

介護支援専門員からの相
談の内容を整理・分類し、
経年的に件数を把握して
いる。 

Ａ 

主任介護支援専門員が受
けた相談案件を６つの項
目に分類し、相談内容及び
その回答を整理し、年度毎
に集計して把握に努めた。 

Ａ 

一次評価のとおり、相談
内容が適切に整理・分類
され、経年的に把握され
ている。 

45 

支援困難事例等の個別ケ
ースへの支援を検討する
ため、積極的に地域ケア個
別会議を活用している。ま
た、検討後の支援状況の確
認を行い、地域課題の抽出
を行っている。 

Ａ 

支援困難事例等の個別ケ
ースへの支援を検討する
ため、積極的に地域ケア個
別会議を開催している。ま
た、会議後に介護支援専門
員や担当者に聴き取りを
行い助言するなど、有効性
の確認を行うとともに、個
別課題から見出した地域
課題の抽出を行った。 

Ａ 

一次評価のとおり、地域
ケア個別会議を活用し、
個別ケースへの支援の
検討や地域課題の抽出
がなされている。 

46 

地域ケア個別会議の参加
者間で検討した内容につ
いて議事録を作成し、残さ
れた個別課題や地域課題
について、本市と共有して
いる。 

Ａ 

地域ケア個別会議の参加
者間で検討した内容につ
いては、都度、議事録を作
成した。また、残された個
別課題や地域課題につい
ては、地域ケア会議事業委
員会を通じて報告し、市と
共有を行った。 

Ａ 

一次評価のとおり、適切
に報告・共有されてい
る。 

在宅医

療・介

護連携 

推進事

業 

47 

医療・介護関係者間で速や
かな情報共有が実施でき
るよう、入退院支援ルール
等の周知、活用、普及に努
めている。 

Ａ 

入退院支援ルールを活用
して在宅医療介護連携の
周知や普及を行うなど、在
宅医療介護連携体制構築
の推進に努めた。 

Ａ 

一次評価のとおり、適切
に入退院支援ルールの
周知等が行われている。 
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区分 No. 評価の視点 一次評価 二次評価 

在宅医

療・介

護連携 

推進事

業 

48 

医療・介護関係者等が参画
する会議において、在宅医
療・介護連携に関する課題
を検討し、具体的な対応策
を立案できている。 

Ａ 

医療・介護を支える連携体
制を構築するため、在宅医
療推進検討委員会を開催
した。介護に携わる多職種
の連携などの課題を協議・
検討し対応した。 

Ａ 

一次評価のとおり、在宅
医療推進検討委員会に
おいて、介護に携わる多
職種の連携等の課題を
協議・検討し、対応され
ている。 

49 

医療・介護関係者への相談
支援を行うとともに、取り
まとめた相談内容に基づ
き、必要に応じて事業の見
直しを行っている。 

Ａ 

医療・介護関係者への相談
支援の中で、医療関係者か
らの相談が多いことから、
メディカルソーシャルワ
ーカー会議を年３回定期
開催することとし、課題解
決に繋げた。 

Ａ 

一次評価のとおり、医
療・介護関係者への相談
支援及び必要に応じて
事業の見直しが行われ
ている。 

50 

在宅医療・介護連携を推進
するため、多職種を対象と
した研修会を開催してい
る。 

Ａ 

在宅医療・介護連携推進の
ため、医療分野及び介護分
野の多職種を対象とした
ACP講演会を年１回実施
し、在宅医療・介護連携の
推進を図った。 

Ａ 

市民、医療分野及び介護
分野の多職種を対象に、
ACPの普及や関係職種の
連携強化を図ることが
できた。 

51 

在宅医療介護連携支援セ
ンターとして、近隣市町の
関係機関との連携を図っ
ている。 Ａ 

曽於・肝属地区地域包括支
援センター長等会議や在
宅介護支援センター協議
会大隅地区研修会を開催
し、近隣市町の関係機関と
連携を図った。 
 

Ａ 

一次評価のとおり、近隣
市町の関係機関との連
携が図られている。 

生活支

援体制

整備事

業 
52 

様々な事業主体と連携し
て、地域資源や課題の収集
及び高齢者の社会参加に
取り組んでいる。 

Ａ 

市や社会福祉協議会と連
携し、地域のニーズ把握や
サロン、買い物支援、有償
ボランティア等の立ち上
げなど、高齢者が社会参加
しやすい体制の構築を行
った。有償ボランティアに
ついてのアンケートを実
施し、意見交換会等の取組
を行った。 

Ａ 

関係機関と連携し、ニー
ズに対する支援や社会
参加を促進する取組、ア
ンケートによる地域課
題の収集がなされてい
る。 

53 

地域資源リストやマップ
の作成更新、公表を行って
いる。 

Ａ 

Ｒ６の地域資源の最新情
報を確認し、リスト作成、
厚生労働省の介護サービ
ス情報公表システム（生活
関連情報）の更新を行っ
た。 

Ａ 

介護サービス情報公表
システム（生活関連情
報）等の活用により、地
域資源の最新情報に対
する見える化が図られ
ている。 

54 

要支援高齢者については
地域の支え合いを積極的
に活用することとし、他事
業と連携して、必要な支援
環境が整う体制づくりに
関係者と一体となり取り
組んでいる。 

Ａ 

地域ケア個別会議に参加
して地域の支え合いの情
報を提供したほか、月１回
の生活支援コーディネー
ター合同会議や地域福祉
コーディネーターと地域
の会議等に参加し、課題の
解決に努めた。 

Ａ 

一次評価のとおり、関係
者と一体となり課題解
決に取り組まれている。 
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区分 No. 評価の視点 一次評価 二次評価 

生活支

援体制

整備事

業 

55 

協議体を開催し、地域にお
ける高齢者のニーズの把
握に努め、ニーズに応じた
社会資源について協議し
ている。 

Ａ 

協議体において、地域にお
ける高齢者のニーズ把握
に努めるとともに、サロン
や有償ボランティアの立
上げなど、支え合い活動の
創出について協議を行っ
た。 

Ａ 

一次評価のとおり、適切
に協議されている。 

認知症

総合支

援事業 56 

認知症地域支援推進員は、
認知症施策の取組を進め
るに当たり、認知症当事者
（認知症の人やその家族）
の意見を聴取し、取組に反
映させている。 

Ａ 

オレンジカフェや介護者
交流会「ほっと会」を開催
し、認知症の人やその家族
など参加者全員からの意
見や思いを聴取する場を
設け、取組に反映するよう
努めた。 

Ａ 

一次評価のとおり、オレ
ンジカフェやほっと会
において認知症当事者
の意見を聴取し、取組に
反映させている。 

57 

認知症地域支援推進員は、
認知症の人やその家族の
支援ニーズに合った具体
的な支援につながるよう、
地域支援体制の構築及び
社会参加支援を行ってい
る。 Ａ 

オレンジカフェについて
は、当事者をはじめ家族、
関心がある人、関係者が自
由に集える場所を心掛け
て開催した。また、生活支
援コーディネーターや民
生委員、介護支援専門員と
の連携により、地域住民の
カフェへの参加や、家族の
みの参加から本人も参加
するようなケースに繋が
った。 

Ａ 

関係者と連携し、オレン
ジカフェへの多種多様
な参加者を増やすこと
で、認知症の人やその家
族の支援ニーズの把握
や、地域支援体制の構築
及び社会参加支援に繋
がるよう努めている。 

58 

認知症地域支援推進員は、
認知症初期集中支援チー
ムと支援事例の情報共有
を密に行い、事業間連携を
図り、認知症の人やその家
族の支援体制の整備を図
っている。 

Ａ 

初期集中支援チームと連
携して、オレンジカフェへ
の参加を促し家族同士の
交流へ繋いだ。 Ａ 

一次評価のとおり、適切
に行われている。 

本市の

事業へ

の協力 

 

 

 

 

 

 

59 

地域における認知症高齢
者支援の取組や認知症の
理解促進に向けた普及啓
発活動を行っている。 

Ａ 

オレンジだよりの発行、出
前講座の実施、認知症サポ
ート医による講話、厚生労
働省作成の動画上映、パネ
ル展示、パンフレット配
布、書籍の推奨活動やオレ
ンジガーデニングプロジ
ェクト等を通じて広報周
知を行い、認知症の理解促
進に向けた普及啓発活動
を行った。 

Ａ 

一次評価のとおり、様々
な機会を活用し、認知症
の理解促進に向けた普
及啓発活動が行われて
いる。 
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区分 No. 評価の視点 一次評価 二次評価 

本市の

事業へ

の協力 

 

 
60 

地域ケア個別会議で見出
された地域課題について
解決策を協議するなど、本
市と一体となって地域ケ
ア会議の取組を推進して
いる。 

Ａ 

センターが主催する地域
ケア個別会議については、
開催一覧表を用いて市と
内容を共有し、必要に応じ
て市も参加の上、地域課題
の解決策の検討を行った。
加えて、地域ケア会議事業
委員会において、個別ケー
スの検討により抽出した
地域課題や必要な社会資
源等を整理し、ふれあい会
議や推進会議につながる
よう検討を行った。 

Ａ 

一次評価のとおり、適切
に取組がなされている。 

61 

認知症施策、一般介護予
防、介護給付適正化等に関
する本市の事業との連携
や協力が適切に行われて
いる。 

Ａ 

各事業における市との定
例的な合同会議、事業委員
会や作業部会において、市
の方針を確認しながら情
報共有を行い実施してい
る。 

Ａ 

一次評価のとおり、適切
に行われている。 
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